
    平成３０年８月２３日制定

（平成３０年１１月利用申込分から適用）

抽 選 方 法

① 受付の順番で申込者一覧を作成する。
   【申込者一覧表（割当順位）】（平成３０年９月分）

申込者 割当順位
Ａ
Ｂ
Ｃ
…

② 申込者別希望順位施設一覧を作成する。
   【申込者別希望順位施設一覧】             平成３０年９月分

第１希望 第２希望 第３希望 … …
9/1

(土)

9/2

(日)
… …

9/1

(土)

9/2

(日)
… …

9/1

(土)

9/2

(日)
… …

Ａ (1) (1) (2)

Ｂ (1) (2) (1)

Ｃ (2) (1) (2)

…
※(1)9 時～１３時、(2)１３時～１７時

③ 申込者の数だけ、通し番号を書いたプレート（くじ）を箱の中に用意する。

④ 申込者一覧の順番でくじを引き、くじに記載された番号を当該申込者の割当順位と
して順次決定していく。

   【申込者一覧表・割当順位結果】（平成３０年９月分）
申込者 割当順位

Ａ ３
Ｂ １
Ｃ ２
… ４

⑤ ④で決定した割当順位の早い申込者から、当該申込者が予め記載した希望順位の早
いコートを割り当てていく。当該使用希望コートが既に他の申込者に割り当てられて
いる場合は、次の希望順位のコートを割り当てる。

   【使用施設割当抽選結果】            平成３０年９月分
9/1(土) 9/2(日) 9/8(土) 9/9(日) …

コート (1) (2) (1) (2) (1) (2) (１) (２)
Ⅰ Ｂ Ｃ
Ⅱ Ａ

⑥ ⑤の作業が申込者全員について終了したら、続けて④で決定した割当順位に沿って
２順目の割り当てを行っていく。

以下、申込の全てについて割り当ての可否が決定するまで、又は全てのコートに割
り当てが済むまで、⑤の作業を繰り返していく。

●割当順位が第１位の者は、翌月に限り、割当順位は真ん中の順位より後半にする。
（例えば、申込１１人で割当順位の抽選を行い、前月の第１位の者が６番より前のく

  じを引いた場合は第７位、７番より後のくじであれば当該順位とする。）


